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表紙

株式会社 Ｓ Ｈ Ｏ Ｅ Ｉ

上記各事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に
基づき、当社ウェブサイト（https://www.shoei.com/）に掲
載することにより株主の皆様に提供しております。

第66期定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

業務の適正を確保するための体制
及び当該体制の運用状況の概要

（2021年10月１日から2022年９月30日まで）
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会で
決議しております。概要並びに当事業年度に実施した当社グループにおける運用状況の概要
は、以下の通りであります。

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス体制の整

備及び維持管理を図るとともに全役職員へコンプライアンス意識の周知徹底を図りま
す。

(2) 社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向
上を図ります。

(3) 監査役は、独立した立場から、「業務の適正を確保するための体制」の整備状況を含
め、取締役の職務執行を監査します。

(4) 独立した組織として設置している「内部監査室」は、「業務の適正を確保するための体
制」のモニタリングをし、必要に応じて、その改善を促します。

(5) 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を
発見した場合には直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会
議において報告し、それらへの対応を迅速に行います。

(6) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「コ
ンプライアンス規程」の中に社内通報に関する体制を規定することにより、当社におけ
る法令等違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。

(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令順守体制及び内部者通報体制の運用に問題があ
ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。

(8) 情報セキュリティが確保されたIT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と
伝達に資するとともに、業務の効率化を図ります。

(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともにこのような団体・
個人とは一切の関係を持たず、その不当要求に対しては組織的な対応を行い、毅然とし
た姿勢で対応します。

－ 1 －
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〔運用状況の概要〕
(1) 経営会議や各種会議体をはじめ社内掲示板等を利用し、全役職員へコンプライアンス意

識の周知徹底を図っております。
(2) 取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外取締役２名体制としており

ます。
(3) 監査役は、監査役監査及び取締役会、経営会議に出席し独立した立場から、「業務の適

正を確保するための体制」の整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査していま
す。

(4) 独立した組織として設置している社長直属の「内部監査室」は、「業務の適正を確保す
るための体制」を阻害するリスクをモニタリングし、リスクありと判断した場合には必
要に応じてその改善を促しております。

(5) 当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場
合には「コンプライアンス規程」に従い直ちに報告しております。

(6) 法令及びその他のコンプライアンス違反に関する事実を知った場合は、「コンプライア
ンス規程」に従い社内通報が行われております。

(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令順守体制及び内部者通報体制の運用に問題があ
ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求めております。

(8) 情報セキュリティにより保護されたIT環境を利用して、正確かつ効率的な情報伝達を行
っております。

(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対して
は、直ちに対応部署に報告・相談しております。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
〔体制〕
(1) 取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他

の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びコンプライアンス・リスクに関する情報
（電磁的情報を含みます）を記録・保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整
備します。

(2) 文書（電磁的情報を含みます）の保存・管理について定めた規程等を整備し、文書管理
の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法等の周知徹底に努め、保存・管理状況
を定期的にモニタリングします。

－ 2 －
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(3) 会社の重要な情報の開示に関連するルールを明文化し、法令等及び取引所の諸規則等の
要求に従い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備します。

〔運用状況の概要〕
(1) 取締役の職務執行に係る会議体資料や議事録等の情報は、文書管理規程及び法令に基づ

き適切に保存及び管理しております。
(2) 文書（電磁的情報を含みます）の保存・管理について定めた規程等が整備され、保存・

管理状況は定期的にモニタリングしております。
(3) 重要情報の開示は当社関係規程、法令及び証券取引所の諸規則等に従い開示しておりま

す。

３　リスクの管理に関する規程その他の体制について
〔体制〕
(1) リスク管理体制の構築のため「リスク管理規程」を制定し、個々のリスクに対する会社

の対応方法を定め、損害の拡大防止を図る体制を整備します。
(2) 取締役は、当社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて「リスク管理規程」に基づ

き、毎事業年度評価を行うとともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を
講じ、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じます。

(3) 取締役は、大規模災害や新型インフルエンザの流行等の会社事業運営に著しい損害を及
ぼす事態の発生を想定し、自然災害等の対策計画を策定するとともにその計画を毎事業
年度モニタリングします。

〔運用状況の概要〕
(1) 「リスク管理規程」に従い個々のリスクに対する会社の対応方法を定め、損害の拡大防

止を図る体制を整備しています。
(2) 「リスク管理規程」に従い、当社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行うと

ともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。
(3) 大規模災害や新型インフルエンザの流行等の事業運営に著しい損害を及ぼす事態の発生

を想定し、その対策について経営会議等で審議しております。

－ 3 －



2022/11/18 12:27:57 / 22938657_株式会社ＳＨＯＥＩ_招集通知：Web開示

業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎としての社外取締役を含む取締役会を、適時適切に開催します。また、事

業運営に係る重要事項については、当社事業の各現業を把握した経営幹部（当社におい
ては「執行役員以上」をいいます。）並びに幹部社員によって構成される経営会議にお
いて議論を行い、その審議を経て業務の執行を決定します。

(2) 取締役会の決定に基づく業務の執行については、「組織管理規程」に定めるところによ
り、組織間の適切な役割分担と連携を確保します。

〔運用状況の概要〕
(1) 取締役及び業務執行を担当する経営幹部によって構成される経営会議において、現場か

らの的確な情報に基づき経営方針を議論し、その後行われる取締役会の審議を経て業務
執行を決定しています。

(2) 取締役会での決定後、「組織管理規程」に従い業務が分掌され、権限が付与されて業務
の執行を行っております。

５　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
〔体制〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に定める本社への

承認申請・報告制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行います。
(2) 取締役は、子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合には直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会議に
おいて報告し、それらへの対応を迅速に行います。

(3) 本社経理部門長を推進責任者とした財務報告に係る内部統制推進体制を設置し、取締役
会で承認を受けた「財務報告に係る内部統制の構築および評価の基本方針書」に基づ
き、当社及び子会社各社の財務報告の信頼性の確保のための体制を整備します。なお、
推進責任者はその評価結果・改善結果を、定期的に取締役会に報告します。

(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、また海外においては当該国の法令・慣習等の違
い等も勘案し、当社及び子会社から成る企業集団における「業務の適正を確保するため
の体制」を踏まえて「SHOEI　行動指針」の子会社への周知徹底に努めます。

－ 4 －
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(5) 子会社各社は、自社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて、親会社の代表取締役
社長が承認した「財務報告に係る内部統制報告基本計画書」に基づき定期的に評価を行
うとともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じます。

(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の監査役に報告するとともに、遅滞
なく当該子会社の社長にも報告する体制の適切な維持を図ります。

〔運用状況の概要〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に定める本社への

承認申請・報告制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行っておりま
す。

(2) 子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に
は、直ちに本社の内部監査室に報告しています。また、内部監査室は、社長、社外取締
役並びに監査役に報告し対応を審議しております。

(3) 当社及び子会社各社の効率的な業務執行並びに財務報告の信頼性の確保のための体制を
整備し、定期的にモニタリングを実施しております。また、推進責任者はその評価結
果・改善結果を、定期的に取締役会に報告しております。

(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、当該国の法令・慣習等の違い等も勘案し、当社
及び子会社から成る企業集団における「業務の適正を確保するための体制」を踏まえて
「SHOEI　行動指針」の子会社への周知徹底を図っております。

(5) 「リスク管理規程」に従い、子会社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行う
とともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。

(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の監査役に報告するとともに、遅滞
なく当該子会社の社長にも報告しております。

－ 5 －
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６　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に関する事項、監査役の職務
を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「監査役補助者」という。）を置いた場合に

は、監査役補助者の人事評価は監査役が行います。また、監査役補助者の任命、解任、
人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前同意を必要とします。

(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有しま
す。また、法務部門、リスク管理部門、財務経理部門及び内部監査部門等は、監査役の
求めにより監査役の監査に必要な調査を補助します。

〔運用状況の概要〕
(1) 現在、監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「監査役補助者」という。）を置いて

おりませんが、監査役補助者を置いた場合には、監査役補助者の人事評価は監査役が行
います。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役
会の事前同意で実施いたします。

(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有して
おります。また、関係部署は、監査役の求めにより監査に必要な調査に協力しておりま
す。

７　監査役への報告に関する体制及びその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報

告します。また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び使用
人に報告を求めます。

(2) 「コンプライアンス規程」の順守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要
事項についての監査役への報告体制の適切な維持を図ります。

(3) 子会社は、親会社の取締役会で承認を受けた「財務報告に係る内部統制報告基本計画
書」に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項についての本社の監査
部門への報告体制の適切な維持を図ります。

－ 6 －
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(4) 「コンプライアンス規程」の順守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要
事項について報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
体制を確保します。

〔運用状況の概要〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報

告しています。また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び
使用人に報告を求めております。

(2) 「コンプライアンス規程」及び関係規程に従い、法令違反その他のコンプライアンス上
の重要事項についての監査役への報告が適切に行われております。

(3) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、直ちに本社の内部監査室に報告しております。

(4) 「コンプライアンス規程」に従い、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項に
ついて報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を
確保しております。

８　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務の執行について生ずる費用等は、当該監査役の職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、その費用等を負担します。
(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎事業年度、予算を設けま

す。

〔運用状況の概要〕
監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査計画を踏まえ、通常の会社手続
の中で予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった事由のために必要とな
った費用についても、当社が負担しております。

－ 7 －
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９　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
(2) 業務執行取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び

使用人等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(3) 業務執行取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認

会計士、弁護士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
(4) 代表取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、内部監査

室との連携を図れる環境を整備します。

〔運用状況の概要〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合の機会を設けており

ます。
(2) 監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び使用人等との意思疎

通、情報の収集・交換が適切に行えるようにしております。
(3) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認会計士、弁護士等の

外部専門家との連携を図れる環境を提供しております。
(4) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役と会計監査人及び内部監査室による情報交換の機

会を設けております。
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